
　コイヘルペスウイルス病の
まん延を防ぐため、平成 22 年
3 月末までの間、日野川水系で
も、飼っているコイを持ち出
したり、川へ放すことを禁止
する区域が指定されました。
　この範囲内で釣ったコイを、
範囲外の自宅の池などに放す
ことも禁止されています。詳
しい範囲は役場産業振興課に
お問合せください。
　また、生死を問わずコイを
川に捨てることは県内全域で
禁止されています。
連絡先　役場産業振興課　担
当　佐々木（電話 72‐2101）

　入山禁止・とめ山などの表示
がある山林などに無断で入っ
て、山菜などを採らないよう
にしてください。
　町内にも入山禁止の区域が
ありますのでご注意ください。

　総務省では、行政相談・行政
相談委員制度をより多くの人
に知っていただくため、毎年
「春の行政相談週間」を行って
います。
　皆さんの身の回りで、役所
の仕事や手続き、サービスな

どについて、苦情・困っている
ことがある▽苦情を申し出た
が納得がいかない▽どこに相
談してよいか分からないなど
のことはありませんか。
　このようなときは行政相談
をご利用ください。行政相談
は、毎月１回、開発センターで
開かれ、行政相談委員が相談
にあたっています。
５月の行政相談　
日時：5月 20 日（水）
　　　午前 9 時～正午
会場：山村開発センター
※相談は無料で秘密は守られ
ますので、お気軽にご相談く
ださい。
　なお、総務省鳥取行政評価
事務所でも、随時相談を受付
けています。
相談・問合せ　鳥取行政評価事
務所（電話 0857‐24‐5542、
行政苦情 110 番：電話 0570‐
090110）

　航空自衛隊美保基地で、平
成 21 年度航空祭が開かれます。
日時　5 月 24 日（日）午前９
時～午後３時
場所　航空自衛隊美保基地内
（境港市小篠津町 2258）
内容（予定）　①航空機地上展
示（C-1、YS-11、T-400 など）
②航空機展示飛行（ブルーイン
パルス、F-15、F-2 など）
③主要装備品展示（移動式警戒

レーダー、航空機車輪の作動
展示など）
その他　①駐車場の混雑が予
想されますので、公共交通機
関の利用をお勧めします ( 自
家用車での基地内乗り入れは
できません )
②介助犬・盲導犬以外の動物
（犬・猫など）を連れての入場
はできません
③飛行場地区内 ( コンクリー
ト部分)でのシート類、椅子お
よび脚立、三脚などは使用で
きません
問合せ　航空自衛隊美保基地
渉外室広報班（電話 0859‐45‐
0211）

　登記事項証明書を法務局へ
請求する場合、自宅などから
オンラインで請求すると、法
務局での窓口請求や郵送請求
に比べ、手数料が１０００円から
７００円になり、とてもお得です。
　また、オンライン請求なら、
返信郵送料もかかりません。
　オンライン請求をするため
には、必要なプログラム（無
料）のインストールなど、事前
に準備する必要があります。
詳しい利用方法は、
法務局ホームページ
【http://houmukyoku.moj.go.
jp】をご覧ください
問合せ　鳥取地方法務局米子
支局（電話 0859‐22‐6161）
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求人情報 ～ハローワーク根雨から～
就業時間賃金 ( 円 )年齢職種所在地求人事業所名

■求人は男女不問です　■すでに求人が取り消されている場合はご了承ください　■上記は町内のみ。他
町の情報は、町図書館または黒坂支所でご覧ください　■求人情報に関するお問い合わせは、ハローワー
ク根雨（米子公共職業安定所根雨出張所）【電話 72-0065】まで

▽児童家庭相談について
　少子化や核家族化の進行、
共働き家庭の一般化などによ
り、子どもたちをめぐる環境
が大きく変化している中、児
童虐待や不登校の子どもが増
えています。
　このような状況を背景に、
子育てや虐待については、市
町村も相談窓口になりました。
これまでの相談窓口だった児
童相談所は、専門性の高い事
例の対応や、市町村の後方支
援といった役割を担います。
　困ったときは一人で悩まず、
まずご相談ください。秘密は
固く守ります。
▽児童虐待に気付いたら
　保護者だけでなく、保護者
以外の同居人による暴力の放
置や、配偶者に対する暴力が
子どもに与える心理的外傷も、
児童虐待になります。
　また、児童虐待を発見した
人は、誰でも市町村や児童相
談所へ通告することが義務付
けられています。虐待が疑わ
れるような場面があれば、迷
わずご連絡ください。
　町では、虐待をはじめ、保護
が必要な児童などの協議の場
として、「要保護児童対策地域
協議会」を設置し、「日野町福

祉のまちづくり推進会議」や、
関係機関と連携して、早期発
見や保護を図ります。
相談 ･ 連絡先　役場健康福祉
課（電話 72‐0334）、米子児童
相談所（電話 0859‐33‐1471）

第 37回 日野町さつきまつり
 

5 月 26 日（火）～ 28 日 ( 木 )

26 日＝ 10：00 ～ 18：00、27 日＝ 8：30 ～ 18：00、
　　　　　28 日＝ 8：30 ～ 15：00

　現在、出品作品を募集しています。申込みは、5 月
　　　　　22 日 ( 金 ) までに、黒坂  長尾忠治さん（電話 74‐
　　　　　0302）までお願いします

　日野町さつきまつり実行委員会

ゴールデンウィーク中、
日交、日ノ丸路線バス小児運賃が無料に

　日本交通と日ノ丸自動車では、公共輸送機関であるバスに親
しんでもらうため、５月３～６日の４日間、日本交通と日ノ丸
バスの路線バス（下記路線は除く）の小児運賃（小学生以下）
が無料になります。どうぞご利用ください。
無料にならない路線　高速バス、ループ麒麟獅子バス、定期観
光バス、湯村―鳥取エクスプレス線および特別な臨時バス
問合せ　日本交通業務課（電話 0857‐23‐1125）
　　　　日ノ丸自動車業務課（電話 0857-22-5154）


